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2026年 千葉県民スポーツ大会第二部ゴルフ競技 

（成年男子種別） 36ホール ストロークプレー 

開催日 令和 8年 7月 8日（水）、9日（木） 鷹之台カンツリー倶楽部 

 

本競技は、日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則とこのローカルルール・競技の条件を適用する。本書に記載

の無い事項や追加変更がある場合は、競技会場での掲示物に記載されるので必ず参照すること。 

ゴルフ規則によって別に定められている場合や本書に罰が記載されている場合を除き、このローカルルー

ルと競技の条件の違反の罰は「一般の罰（2打罰）」となる。  

 

【競 技 の 条 件】 

 

１．参加資格 

プレーヤーは「競技規定」で定められる参加資格を満たしていなければならない。 

２．スコアカードの提出 

スコアリングエリア方式を採用する。 

３．競技終了時点 

競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。 

 

【ローカルルール】 

 

１．アウトオブバウンズ 【規則 18.2】 

アウトオブバウンズは白杭のコース側を地表レベルで結んだ線によって定められる。 

２．異常なコース状態(動かせない障害物を含む) 【規則 16】 

（１）修理地 

青杭を立て、白線で囲まれた区域。 

（２）動かせない障害物 

   ①排水溝。 

   ②距離表示用のヤーデージマーク（スタンスへの障害は除く。距離表示用の杭も除く）。 

③動かせない障害物と白線でつながれている区域は、その動かせない障害物の一部として扱われる。 

④管理道路の上に球が有る場合は【規則 16.1ｆ】の救済を受けなければならない。但し、スタンスにだけ 

障害となる場合はプレーすることもできる。 

３．不可分な物 

（１）樹木やその他の恒久的な物件に巻き付けたり、密着させてあるもの。 

（２）ペナルティーエリア内にある人工の壁や杭でできた構造物。 

４．目的外グリーン 

  目的外グリーンはカラーも含む。 
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５．プレーの中断と再開 【規則 5.7】 

（１）即時中断（落雷等、切迫した危険がある場合） 

委員会がプレー中断を宣言した場合、すべてのプレーヤーは直ちにプレーを止めなければならず、委員

会がプレーを再開するまではストロークを行ってはならない。この競技の条件の違反の罰は失格。 

（２）通常の中断（日没やコースがプレー不能） 【規則 5.7b.c.d】に従って処置すること。 

（３）プレーの中断と再開の合図 

･即時中断・・・・・1回の長いサイレン 

・通常の中断・・・3回の短いサイレン 

･プレーの再開・・1回の長いサイレン 

６．練習 

プレーヤーは終了したばかりのグリーンやその近くで練習ストロークを行ってはならない。 

７．移動 

プレーヤーやキャディーは動力付きの移動機器に乗車してはならない。 

８．キャディー 

プレーヤーは委員会によって指定された者以外をキャディーとして使用してはならない。 

 

【注 意 事 項】 

 

１． グリーンに著しく損傷を与えるシューズは禁止する。 

２． 正当な理由なくして、前の組から 15分以上遅れた時は、ペナルティを科すことがある。 

３． 打放し練習場は備付の球を使用し、スタート前の練習は 1人 1箱を限度とする。 

４． 入場時は必ずジャケットを着用のこと。ゴルフシューズ・スニーカーでの入場は禁止。 

５． 携帯電話のコース内及びレストランでの使用禁止。 

６． 病気・怪我等で欠席する場合は協会事務局迄、当日はゴルフ場に直接連絡すること。 

７． 指定練習日は 7月 7日(火）のみ。希望者は協会へ申込むこと。 

８． 距離計測器は使用可、但し高低差を計測することは認められない。 

 

一般社団法人千葉県アマチュアゴルフ協会   

国スポ対策ジュニア委員長  増田 秀仁  

 

距離表 ティーマーク：黒 

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 

PAR 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 

YARDS 427 399 186 538 416 590 205 368 411 3,540 

 

HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL 

PAR 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 72 

YARDS 447 406 363 171 606 233 434 404 528 3,592 7,132 

 


